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事例研究２　事例２（特許機械２）
進歩性判断における複数の周知技術の引用発明への適用について

審 判 番 号 不服２０２１－０１０１９８
（令和４年１０月３日：拒絶審決　→　確定）

判 決 日
事 件 番 号

知財高判令和５年１２月２６日
令和５年（行ケ）第１００１３号（請求棄却）

発明の名称 磁極ハウジングの製作方法、電動機用磁極ハウジング、および、電動機

主 な 争 点 特許法２９条２項（進歩性）

（1） 本願発明（審判段階の拒絶理由通知に対して補正された請求項１に係る発明）
　　「　予め亜鉛メッキされた金属薄板材料からなる管外周壁（４）が用意され、
　　管縦方向（Ｌ）に延在する前記管外周壁（４）の直線状の外周壁縦方向エッジ（６）が互いに向き合うように、金属
薄板材料からなる前記管外周壁（４）が円筒状磁極管（２）に変形され、

　　前記管外周壁（４）が溶接装置（２８）に供給され、前記管外周壁（４）の前記外周壁縦方向エッジ（６）がレーザー
溶接継目（１０）によって互いに材料結合式に連結され、周方向に閉じた前記円筒状磁極管（２）を形成し、前記
外周壁縦方向エッジ（６）間の流体封止的な突き合わせエッジ連結が実現され、

　　前記円筒状磁極管（２）の一方の端面を閉鎖するカバー（１４）が設けられている、電動機用磁極ハウジング
（１６）を製作するための方法において、
　　前記円筒状磁極管（２）がプレス装置（３４）に供給され、前記円筒状磁極管（２）の前記一方の端面側の管端部
（１２ａ）の内壁側に、前記カバー（１４）を支持するための半径方向の載置面（３６）と軸方向の環状壁区間（３８）
を有する段付き部（３２）が全周にわたって形成され、

　　前記カバー（１４）が前記載置面に配置され、
　　前記カバー（１４）を越えて突出する軸方向の前記環状壁区間（３８）の領域が前記カバー（１４）を保持しつつ全
周にわたって前記一方の端面側の管端部（１２ａ）の塑性変形によって半径方向内側に変形され、それにより前
記カバー（１４）が端板として、前記カバー（１４）と前記円筒状磁極管（２）の間に流体封止的連結を形成するよ
うに前記円筒状磁極管（２）の前記一方の端面側の前記管端部（１２ａ）にかみ合い結合式に固定されることを特
徴とする方法。」

１．事件の概要
　本願は、ドイツの法人２社（Ｂ社、Ｓ社）の
共同による国際出願である。主引用例である
甲５は、Ｂ社による国際出願のドイツ語によ
る国際公開である。拒絶査定不服審判の審決
は、引用発明（甲５発明）に２つの周知技術（周
知の事項１と周知の事項２）を適用して容易
想到と判断し、判決はこれを維持した。

（１）本願発明、引用発明（甲５発明）
　本願発明（1）は、電動機のハウジング（磁極

ハウジング）の製造方法に関する。引用発明
も同様である。本願発明は、金属薄板を曲げ
てレーザー溶接により円筒状に形成した磁極
管２の管端部１２ａに軸受カバー１４を取り
付ける際に、プレス装置３４を管端部１２ａ
に挿入して段付き部３２を形成する。次いで
載置面３６に軸受カバー１４を配置し、（クリ
ンプ装置４０を用いて）環状壁区間３８を半
径方向内側に変形させ、カバー１４を管端部
１２ａにかみ合い結合式に、流体封止的連結
をなすように固定する。

128 審判実務者研究会報告書2025（本編）



事例研究２　事例２（特許機械２）

　
　
　
　
　
　
　
　
事
例
２

（
特
許
機
械
２
）

事
例
研
究
２

本願発明　請求項１の概要　　※審判段階の拒絶理由通知に対して補正されたもの
・金属薄板材料からなる管外周壁（４）が円筒状磁極管（２）に変形される
・外周壁縦方向エッジ（６）がレーザー溶接継目（１０）によって連結され、円筒状磁極管（２）
を形成、外周壁縦方向エッジ（６）間は流体封止的連結され
・円筒状磁極管（２）の一方の端面を閉鎖するカバー（１４）が設けられている、電動機用磁極
ハウジング（１６）を製作するための方法において、
・円筒状磁極管（２）がプレス装置（３４）に供給され、カバー（１４）を支持するための半径方
向の載置面（３６）と、軸方向の環状壁区間（３８）を有する段付き部（３２）が全周にわたって
形成される
・カバー（１４）を越えて突出する軸方向の環状壁区間（３８）の領域が全周にわたって半径方
向内側に変形され、それによりカバー（１４）と円筒状磁極管（２）の間に流体封止的連結を形
成するように管端部（１２ａ）にかみ合い結合式に固定される

本願発明の課題　　※判決における「本願発明の概要」から抜粋
　本願発明は、ハウジングを簡単に、短時間で、かつ、低コストで製作することができるよ
うにし、ハウジングを製作するのに非常に適した方法を提供することを課題とするものである。

（2） 引用発明
　　「　予め亜鉛メッキを施された薄鋼板から形成されるチューブ・シース２が供給され、
　　チューブ縦方向Ｌに延びる前記チューブ・シース２の縦方向のエッジ３が互いに向き合うように、薄鋼板から
形成される前記チューブ・シース２がシリンダー状のポールチューブ１に形成され、

　引用発明（甲５発明）（2）は、ポールチューブ １のチューブ末端６ａにベアリング保護板７
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を「レーザー溶接又は圧着」により固定する。
ベアリング保護板７の固定について、甲５に

　　前記チューブ・シース２が溶接装置１５に供給され、前記チューブ・シース２の前記縦方向のエッジ３がレー
ザーによる溶接の継ぎ目５を用いて接続され、溶接された前記ポールチューブ１を形成し、液体及びガスを透
過させない継ぎ目エッジが保証され、

　　前記ポールチューブ１のチューブ末端６ａにベアリング保護板７が固定されている、電気モーターのための
ポールケーシング製造方法において、

　　溶接装置１７を用いたレーザー溶接又は圧着によって、前記ベアリング保護板７が、前記ポールチューブ１の
前記チューブ末端６ａに固定される電気モーターのためのポールケーシング製造方法。」

これ以上の記載はなく、「圧着」の具体的方
法は開示されていない。

 
引用発明　概要
・�薄鋼板から形成されるチューブ・シース（２）がシリンダー状のポールチューブ（１）に形成
される
・�チューブ・シース（２）の縦方向のエッジ（３）がレーザーによる溶接の継ぎ目（５）を用いて
接続され、ポールチューブ（１）を形成し、液体及びガスを透過させない継ぎ目エッジが保
証され
・�ポールチューブ（１）のチューブ末端（６ａ）にベアリング保護板（７）が固定されている、電
気モーターのためのポールケーシング製造方法において、
・�レーザー溶接又は圧着によって、ベアリング保護板（７）が、チューブ末端（６ａ）に固定さ
れる

相違点　　※審決及び判決に共通
　カバーの管端部への固定について、本願発明は、「前記円筒状磁極管（２）がプレス装置
（３４）に供給され、…段付き部（３２）が全周にわたって形成され、…前記環状壁区間（３８）
の領域が…全周にわたって前記一方の端面側の管端部（１２ａ）の塑性変形によって半径方向
内側に変形され、…「前記カバー（１４）と前記円筒状磁極管（２）の間に流体封止的連結を形
成するように」、「かみ合い結合式に」固定されるのに対し、
　引用発明は、圧着により固定されることを選択肢の一つとするものであるが、圧着の具体
的な方法が明確でなく、チューブ末端６ａが「半径方向内側に変形され」、「かみ合い結合式」
に固定されているといえるかや、ベアリング保護板７とポールチューブ１の間に「流体封止
的連結」を形成しているといえるかが明確でなく、そのため、プレス装置に供給され、段付
き部が形成されているかも明確でない点。

（２）２つの周知技術
　審決は、２つの周知技術として周知の事項
１と周知の事項２を認定し、判決もこれを維

持した。周知の事項２の認定の証拠として、
甲９に加え、乙１、乙２が訴訟段階で追加さ
れた。
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周知の事項１ 認定の証拠：
甲６、甲７、甲８

電動機のハウジングに端板としてカバーを取り付ける
際、ハウジングの内壁に、カバーを支持するための載
置面と軸方向に延びる環状薄肉部を全周にわたって形
成し、カバーを当該載置面に配置し、当該環状薄肉部
をハウジングの全周にわたって半径方向内側に変形さ
せ、カバーを圧着して固定すること

周知の事項２ 認定の証拠：
甲９、乙１、乙２

管状部材の管端部に段付き部を形成する際、プレス装
置を用いること

　周知の事項１は、電動機のハウジングにカ
バーを圧着する具体的方法に関し、ハウジン
グの内壁に載置面と環状薄肉部を全周にわ

たって形成し、環状薄肉部をハウジングの全
周にわたって半径方向内側に変形させること
を含んでいる。

 

　周知の事項１には、段付き部（載置面と環
状薄肉）をプレス装置で形成することは含ま
れていないため、周知の事項１だけでは相違

点が完全には埋まらない。そのため、段付き
部の形成にプレス装置を用いることを示すも
のとして周知の事項２が認定されている。
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 （３�）審決による２つの周知技術の適用の判
断

　周知の事項１の適用の判断にあたり、審決
は、引用発明の「流入する液体に対する十分
な保護を提供」するとの課題を解決するため、
引用発明のポールチューブ１のチューブ末端
６ａとベアリング保護板７の固定箇所におい
ても、液体及びガスを透過させないように、
つまり「流体封止的連結」を形成するように、
レーザー溶接又は圧着を行うことが把握でき
ることを指摘した。それ故に、周知の事項１
より、環状薄肉部をハウジングの全周にわ
たって半径方向内側に変形させてカバーを圧
着しても、「流体封止的連結」を形成するこ
とは可能といえるとした。引用文献１（甲５）
には圧着を介したカバーの流体封止的な連結
について開示されていないとの請求人の主張
は排斥した。
　さらに審決は、引用文献５（甲９）の記載を
踏まえ、引用文献１には、ベアリング保護板
７の圧着の具体的な方法が明示されていなく
とも、周知の事項１及び周知の事項２を踏ま
えると、その圧着の具体的な方法として、周

知の事項１に基づいて、ポールチューブ１の
チューブ末端６ａの内壁側に、ベアリング保
護板７を支持するための段付き部を全周にわ
たって形成し、ベアリング保護板７を越えて
突出する該環状薄肉部の領域を、全周にわ
たってチューブ末端６ａの塑性変形によって
半径方向内側に変形させる方法を採用すると
ともに、周知の事項２に基づいて、段付き部
を、ポールチューブ１をプレス装置に供給す
ることにより形成することは、当業者が容易
に想到し得たものであると判断した。併せて、
環状薄肉部の領域を全周にわたって半径方向
内側に変形させることによる、ベアリング保
護板７の固定は、「かみ合い結合式」に固定
されているということができるとした。請求
人が主張した阻害要因はいずれも排斥した。

（４）判決による周知の事項１の適用の判断
　判決は、周知の事項１を引用発明に適用す
る動機付けに際して、技術分野の共通性と、
引用発明の課題と、引用発明の内在課題を解
決する手段を認定した。
　引用発明の課題について、引用発明では
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チューブ・シース２の両端（縦方向）である２
つのエッジ３を流体封止的に固定することを
前提とするところ、ポールチューブ１の
チューブ末端６ａとベアリング保護板７とが
流体封止的に固定されなければ、２つのエッ
ジ３の流体封止的な固定の趣旨が没却される
ことになるから、引用発明には、ポールチュー
ブ１のチューブ末端６ａとベアリング保護板
７とを流体封止的に固定するとの課題が内在
しているものと認めた。そして、甲６の記載
及び弁論の全趣旨から、周知の事項１は、引
用発明に内在する課題を解決することができ
る手段（技術）であるとし、以上によると、引
用発明に周知の事項１を適用する動機付けが
あったものと認めるのが相当であり、また、
当該適用に阻害要因があるものとは認められ
ないとした。

（５）判決による周知の事項２の適用の判断
　さらに、判決は、周知の事項２を引用発明
に適用する動機付けに際しても、技術分野の
共通性と、引用発明の課題と、引用発明の内
在課題を解決する手段を認定した。
　周知の事項１を適用した引用発明の課題に
ついて、周知の事項１は、電動機のハウジン
グの端部に段付き部を形成することを前提と
する技術であるから、周知の事項１を適用し
た引用発明においては、当然のことながら、
当該段付き部の形成をどのような方法により
行うかについて検討する必要が生じるところ、
これは、周知の事項１を適用した引用発明が
有する課題であると認めた。そして周知の事
項２は、管状部材の管端部に段付き部を形成
するための具体的な方法（プレス装置の使用）
を示す技術であるから、周知の事項２は、周
知の事項１を適用した引用発明が当然に有す
る課題を解決することのできる手段（技術）で
あるとし、以上によると、周知の事項１を適
用した引用発明に周知の事項２を適用する動

機付けがあったものと認めた。また、周知の
事項１を適用した引用発明に周知の事項２を
適用することについて阻害要因があるものと
は認められないとした。

２．検討事項及び検討結果
（１）総論
　ア　検討の方向性
　進歩性判断において、本事例のように、引
用発明に複数の周知技術（周知の事項１、２）
を適用して進歩性を否定する場合がある。ま
た、一般的に「容易の容易」とは、複数の判
断段階を経て本願発明に到達する場合に、進
歩性を肯定する論理付けに用いられる論理を
いうものと考えられる。事例研究２では、本
事例を題材として、いわゆる「容易の容易」
についても検討しつつ、主に、複数の周知技
術を用いる相違点判断の論理付けについて検
討した。そして、進歩性判断において、周知
技術を含む技術常識を踏まえた判断を行う必
要がある点では、本年度の審判実務者研究会
の当分野〔特許機械２〕による事例研究１と
共通している。

　イ　検討内容の概要
　本事例について、本願発明の進歩性を否定
した、審決及び判決の結論は、妥当であると
の意見で一致した。
　その上で、事例研究２では、主に以下の（ア）
～（エ）について検討した。

（ア�）本事例の周知の事項１、２の認定及び
相違点判断について

〔（２）各論「ア 検討事項１」～「ウ 検討事
項３」〕
　周知の事項１、２の認定については、周知
の事項１、２のいずれもが常識的な事項であ
る旨の意見が多く、それらの認定は妥当であ
るとの意見で一致した。
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　また、相違点判断については、判決は、周
知の事項１、２の適用について段階ごとに動
機付けがあることを示しているので、審決の
ように周知の事項１、２の適用を同時に示す
場合よりも論理付けが明確でわかりやすいと
の肯定的な意見が多数あった。
　他方、一部の参加者から、判決では、引用
発明への周知の事項１の適用により生じた課
題を踏まえて周知の事項２を適用しており、
周知の事項１、２の適用に動機付けがあって
も「容易の容易」にあたるので進歩性が肯定
されるようにもみえ、論理や書き方が気にな
るとの意見もあった。

（イ�）周知技術の適用における動機付けの要
否

〔（２）各論「イ 検討事項２」（オ）〕
　本事例には限らない一般的な検討として、
引用発明への周知技術の適用について動機付
けの要否を検討したところ、参加者の意見は
分かれた。現在の審査審判実務としては、周
知技術の適用であっても、副引用発明の適用
と同様に、動機付けが必要とされることを確
認した。

（ウ�）設計事項の枠組みによる相違点判断の
検討

〔（２）各論「オ 検討事項５」（ウ）〕
　本事例の審決及び判決では、周知の事項１、
２の適用について、動機付けの必要な、副引
用発明（または周知事項）の適用による相違点
判断（3）の論理を採用しているようにみえる。
　審決及び判決で採用されている論理とは異
なる論理で、本願発明の進歩性が否定される
ことを示すことができるかについても検討し
たところ、周知の事項１、２のうち少なくと

（3） 〔特許機械２〕事例研究１の表１及び図２における類型３。
（4） 〔特許機械２〕事例研究１の表１及び図２における類型４。

も周知の事項２の適用については、設計事項
の枠組みによる相違点判断（4）を行うことが可
能とする点で、参加者の意見は一致した。

（エ�）容易想到性の段階的な判断、及び「容
易の容易」について

〔（２）各論「エ 検討事項４」〕
　本事例を用いて、複数の周知技術を引用発
明に適用する際に、容易想到性の段階的な判
断を行うことについての適否を検討した。さ
らに、本事例には限らない一般的な検討とし
て、いわゆる「容易の容易」についても検討
し、「容易の容易」にみえても進歩性が否定
される場合があることについて、設計事項の
観点から整理した。

（２）各論
　ア�　検討事項１：周知の事項１と周知の事
項２の認定について

（ア）周知の事項１、２の「常識度」
　ａ　周知の事項１、２のそれぞれについて、
参加者が抱く「常識度」（初歩的、基本的な事
項への近さ）について確認したところ、プレ
ス装置による段付き部の形成に係る周知の事
項２は、特許出願の実務経験からいえる実感
や技術的知見から、初歩的、基本的な事項で
あり、技術常識である、すなわち常識度は高
いとの意見で一致した。また、電動機ハウジ
ングへの端板の圧着固定に係る周知の事項１
についても、初歩的、基本事項な事項である
との意見が多かった。このことから、審決及
び判決における周知の事項１、２の認定は、
実務家の相場観と乖離していないといえる。
　ｂ　他方、ある参加者は、各人の有する技
術的知見によって常識度が変わるとしつつも、
周知の事項１は、単に段付き部を形成してカ
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バーを載置するだけでなく、環状薄肉部を内
側に曲げてカバーを圧着固定することまでを
含む事項であって、こうした複数の工程が必
要な、相当に具体的な技術であることからす
れば、その常識度は高くないのではないかと
の意見を示した（5）。
　また、別の参加者からは、周知の事項１は、
円筒状ハウジングに端板としてのカバーを固
定するための基本的加工技術であるところ、
周知の事項２は、ハウジングの製法に関する
基本的事項というよりは、広く知られた加工
法の選択肢の一つといえるため、周知の事項
２は周知の事項１と比べてより一般的な技術
的事項であって、初歩的、基本的事項により
近いとの意見が示された。

（イ）周知の事項１の認定について
　周知の事項１の認定については、審判及び
訴訟段階で、周知であるか否かも含め、積極
的に争われていない。そして、周知の事項１
が甲６～８から認定されたことに対しての参
加者の異論はなく、上記（ア）で周知の事項１
の常識度は高くないのではとの意見を示した
参加者も、３つの証拠が挙げられているため、
周知技術の認定に足りるとした。

（ウ）周知の事項２の認定について
　ａ　認定の妥当性
　原告は周知の事項２の認定を争ったが、参
加者の意見は、甲９に基づく審決の認定も、
甲９、乙１及び乙２に基づく判決の認定も、
段付き部を管状部材の全周に設ける場合にま
で一般化した点を含めて妥当であり、特に乙
１及び乙２が追加されたことにより周知の事

（5） 〔特許機械２〕事例研究１でも、技術常識について、「…技術的に難しかったり複雑であったりするものは技
術常識といえるものから離れていく」との意見があった（事例研究１の２．（１）イ（イ）ｂ）。

　　なお、本事例（磁極ハウジングの製作方法）についての検討の中で、具体的すぎて常識から離れるような場合は、
周知技術とするのではなく副引用発明としたほうがよいと考えられるが、どこまでが具体的なのかの線引きは
難しい旨の意見があった。

項２の認定が強化されたことで、反論は困難
と考えられるとの意見でほぼ一致した。
　他方、周知の事項２の認定の理由について
は、判決と比べると審決には十分に記載され
ていないとの意見があった。
　ｂ�　構成の一部を捨象し一般化して周知の
事項２を認定したことについて

　原告は、甲９では、プレス加工によって段
付き部が形成されるのは管状部材の全周の一
部であるにもかかわらず、この点を捨象し一
般化して周知の事項２を認定することはでき
ないと主張した。しかし判決は、ハウジング
の端部に段付き部を形成する技術の適用の具
体的な結果における僅かな相違は、技術的に
意味のある事情ではなく、全周に段付き部を
形成する場合には周知の事項２を適用するこ
とができないとの技術的な制約はないとして、
その主張を排斥した。
　これについては、支持する意見で一致した。
そして、参加者からは、プレス加工によって
周方向の一部に段付き部を形成可能であれば、
全周に形成することも可能であると解される
こと、判決の指摘するとおり乙２の段付き部
は第４図、第５図等の記載から全周に亘り形
成されていること、甲９のみであれば捨象・
一般化について争う余地があり得たとしても、
乙２では段付き部が全周に亘り形成されてい
るからその余地はないこと等が、原告主張を
採用できない理由として挙げられた。
　ｃ�　相違点に係る構成を埋めるための切り
取り、後知恵について

　原告は、周知の事項１を適用した結果なお
残る相違点に係る構成を埋めるため、甲９の
記載事項を都合良く切り取って周知の事項２
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を認定することは、後知恵又は事後分析的な
ものであることを主張したが、判決は、相違
点に係る対象発明の構成を念頭に置きながら、
同様の構成を有する副引用発明、周知技術等
の存否について検討することは、発明の進歩
性の判断において通常採用されている手法で
あるとして排斥した。これについても参加者
から異論はなかった。
　ｄ　その他
　（ａ）管端部にプレス装置を挿入して段付き
部を形成することは、一般的な設計者の誰も
が知っている基本的な事項である以上、周知
の事項２の認定に対しては反論のしようがな
い旨の意見があった。
　（ｂ）引用発明への周知の事項２の適用につ
いて、反論可能性を追求するとすれば、例え
ば、全周に亘り段付き部を形成することは、
別の加工工程を要する、あるいは応力分布や
工具の構成等の観点から成形の困難を伴う等
の点で、周方向の一部のみに段付き部を形成
することと同一の技術ではないことを立証す
るとの案や、引用発明と、甲９や乙２等に記
載の構成との構造上の差異に何らかの技術的
意義の違いを見出すことで適用できないこと
を立証するとの案が示された。
　（ｃ）裁判に進むとより一層、周知技術の主
張立証の重要度が増し、どの技術が周知技術
と認定できるのか、あるいは認定できないの
か、十分に立証して裁判官に示すことが重要
とのコメントがあった。

（6） 主引用発明に副引用発明を適用することは容易であっても、主引用発明において周知技術が解決すべき課題
を当業者が認識するとは考え難いことを理由として、容易想到性を否定した事例である。周知技術が解決すべ
き課題について、次のように判示された。「しかしながら、…シェルの上部に空気抜き孔を形成するという周知
技術３は、シェルの上部が密閉されていることを前提として、そのような状態においてはシェル内部にたまっ
た水や空気を排出する必要があり、この課題を解決するための手段である。引用例１には、シェルの上部が密
閉されていることは開示されておらず、よって、当業者が引用発明１自体について上記課題を認識することは
考え難い。当業者は、前記のとおり引用発明１に周知例２に開示された構成を適用して「シェルの上部にシェ
ルカバーを密接配置する」という構成を想到し、同構成について上記課題を認識し、周知技術３の適用を考え
るものということができるが、これはいわゆる「容易の容易」に当たるから、周知技術３の適用をもって相違
点２に係る本件発明の構成のうち、「前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成」する構成の容易想到性を認
めることはできない。」

（7） 〔特許機械２〕事例研究１でも、「機械分野では技術内容がその特許や論文を含め明文化されずに、技術常識

　（ｄ）また、いわゆる「容易の容易」に当た
るとして進歩性を肯定した平成２７年（行ケ）
第１０１４９号「平底幅広浚渫用グラブバ
ケット」事件（6）の判決を参照することで周知
の事項２の認定の理由に違和感を持ったとす
る参加者からは、引用発明には管端部に段付
き部が形成されていることは開示されていな
いから、当業者が引用発明から、段付き部の
形成をどのような方法により行うかといった
課題を認識することは考え難いとの意見が示
された。そして、このことは、周知技術の認
定に当たっては、引用発明から認識できる範
囲内の周知技術が認定されるべきことを意味
していると理解した参加者からは、一考の価
値があるとの意見も示された。
　（ｅ）周知の事項２は、審決時には甲９のみ
から周知であると認定されている。そのため
原告は反論できると考えて審決取消訴訟を提
起したのではないか、仮に審決において甲９
のみならず乙１、乙２も引用されていれば、
審決取消訴訟は提起されていない可能性があ
るのではないかとの意見があった。
　（ｆ）周知の事項１、２のいずれもが常識的
な事項といい得る旨の意見が多かったにも関
わらず、周知の事項１、２の両方が記載され
た証拠は挙げられていない。参加者からは、
相違点の技術内容は教科書レベルといえるた
め、相違点の全てを備えた文献が見つかって
もよい印象があるところ、暗黙知（7）が多い技
術領域なのではないかとの意見があった。
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イ�　検討事項２：周知の事項１の引用発明へ
の適用について
　判決では、周知の事項１を引用発明に適用
する際の動機付けについて、技術分野の共通
性、引用発明の課題、及び引用発明の内在課
題を解決する手段を認定している。

（ア）技術分野の共通性
　引用発明の技術分野（電動機用の磁極ハウ
ジング）と、周知の事項１の技術分野（電動機
に用いられる円筒状のカバー等又は円筒状の
カバー等を用いた電動機）は共通するとの判
決の認定について、参加者の異論はなかった。

（イ）引用発明における課題
　ａ　判決による引用発明の課題の認定につ
いては、それを支持する意見のほか、甲５（主
引用例）には、ポールケーシング全体として
の流体封止的な密閉をすることまでの開示は
ないため、チューブ末端６ａとベアリング保
護板７とを流体封止的に固定するまでの課題
は認識できないのではないか、内在課題の認
定として少し強引に感じるとの意見があっ
た（8）。
　ｂ　判決は、甲５におけるポールケーシン
グ全体として流体封止的な密閉を要すること
や、ポールチューブ１の末端とベアリング保
護板７の間の流体封止の記載の有無にはかか
わらないことを説示し、論理的に内在課題を

等の空白としての暗黙知となっている場合が少なくなく、そうした暗黙知の立証は困難である」との意見があっ
た（事例研究１の２．（１）イ（イ）ｂ）。

（8） 原告は、審判段階で、甲５のベアリング保護板７とポールチューブ１のチューブ末端６ａとの固定箇所につ
いて、「圧着を介したカバーの流体封止的な連結について開示するものではありません。」と主張した。甲５には、
ポールチューブの縦方向エッジの溶接箇所について、「連結は、圧着の場合のように点ではなく、ポールチュー
ブの外周壁縦方向のエッジに沿ってむらなく行われる。」と記載されているが（判決における甲５の訳文の引用
から）、原告は、甲５における「圧着」の意味について主張していないので、この記載は引用していない。

（9） 審決でも、縦方向のエッジ３における溶接箇所だけでなく、「引用発明のベアリング保護板７とポールチュー
ブ１のチューブ末端６ａとの固定箇所においても、液体及びガスを透過させないように、つまり「流体封止的
連結」を形成するように、レーザー溶接又は圧着を行うことが把握できる。」として、「流入する液体に対する
十分な保護を提供」するとの引用発明の課題を認定している。引用発明の課題の認定の基本的な理由は、判決
と同様であると考えられる。

認定している。その説示は「引用発明は、シ
リンダー状のポールチューブ１を形成するに
当たり、チューブ・シース２の両端（縦方向）
である２つのエッジ３を流体封止的に固定す
ることを前提とするものであるが、２つの
エッジ３の流体封止的な固定が実現されても、
ポールチューブ１のチューブ末端６ａとベア
リング保護板７とが流体封止的に固定されな
ければ、電気モーターのためのポールケーシ
ングの全体としては流体封止的な密閉が実現
されないことになり、２つのエッジ３の流体
封止的な固定の趣旨が没却されることになる。
以上によると、引用発明には、ポールチュー
ブ１のチューブ末端６ａとベアリング保護板
７とを流体封止的に固定するとの課題が内在
しているものと認めるのが相当である。」と
いうものである（9）。
　ｃ　甲５にそうした内在課題が存在しない
ことを主張するための反論案としては、例え
ば、甲５では既に、レーザー溶接又は圧着に
より、チューブ末端６ａとベアリング保護板
７との間の流体封止的な固定を確保できてお
り、別の手段を適用する必要がないことを工
程条件等から立証するとの案が示された。
　ｄ　その他、甲５における「圧着」が、２
つの部材を加圧によって接合する程度の意味
であると考えられることからすると、周知の
事項１の適用は、甲５の「圧着」の下位概念
としての具体的態様を特定しているだけと捉

137審判実務者研究会報告書2025（本編）



事例研究２　事例２（特許機械２）

事
例
２

（
特
許
機
械
２
）

事
例
研
究
２

えれば設計事項の枠組みに近いのではないか、
そのため内在課題の認定について若干回りく
どい印象を受けたとの意見があった。ただし、
これを述べた参加者は、「ア　検討事項１」
（ア）ｂで、周知の事項１の「常識度」が比較
的高くないことも述べており、直ちに設計事
項ということには躊躇もあるとした。そのた
め、周知の事項１を設計事項の根拠ではなく
副引用発明として用いることにも理解を示し、
その場合は、周知の事項１の適用に動機付け
が求められるのは自然であるとした。

（ウ）引用発明の課題の解決手段
　ａ　判決では、（イ）のように引用発明の課
題を認定した上で、甲６の記載及び弁論の全
趣旨から、周知の事項１が、引用発明に内在
する課題を解決することができる手段（技術）
であると説示した。
　ｂ　上記説示の理由について、参加者から、
課題を解決することができる手段であるから
課題が共通すると判断しているように読めて
違和感があり、課題の共通性をどのように解
するのかとの質問があった。これに対し、課
題とその解決手段の一対が揃うと課題が共通
するとの回答や、その言い換えとして、主引
用例に記載の課題と副引用例の手段により解
決される課題の関係に立つと課題が共通する
との回答があった。
　なお、甲６には、湿気の多い箇所で使用さ
れる電動機に関して、電動機本体はモータカ
バーとエンドカバーとにより完全に密閉され
ることが必要であるとの課題が記載されてい
るので、引用発明に内在する課題を解決する
手段だけでなく、引用発明の課題と共通する
課題が記載されているといえるのではとの意
見もあった。
　ｃ　ｂの質問者は、上記の引用発明の内在
課題を事例研究１の図２のステップＣにおけ
る「内容中の示唆」に対応させるのならば、

つまり、引用発明に周知の事項１を適用する
ことへの示唆があると考えるのならば、理解
しやすいとした。

（エ�）周知の事項１を引用発明に適用する動
機付け

　ａ　判決は、技術分野の共通性、引用発明
の内在課題の認定、及び内在課題を解決する
手段の認定を踏まえ、引用発明に周知の事項
１を適用する動機付けがあると説示した。
　ｂ　原告は、本願発明はハウジングの製作
における深絞り加工の課題に着目したもので
あって、甲６～８のハウジングは深絞り加工
により形成され、引用発明のハウジングは薄
鋼板を丸めて形成されるとの相違から、技術
的関連性がないため動機付けはないと主張し
た。また、原告は、甲６～８は電動機を製作
する工程において採用される技術（既に製品
として出来上がっているハウジングの端面に
カバーを取り付ける技術）であるのに対し、
引用発明はポールチューブ１のチューブ末端
６ａにベアリング保護板７を固定することで
ハウジング自体を製作する工程（ハウジング
の製作において採用される技術）であるとし
て、工程に基づく相違も主張した。
　しかし判決は、
・�円筒状のハウジングの端部にカバーを取り
付けようとする際、当該ハウジング自体が
どのような方法で形成されたのか（深絞り
加工により金属板を押し抜く方法により形
成されたのか、又は引用発明のように金属
板を丸める方法により形成されたのか）、

・�ハウジングを備える電動機の製造において
どのような段階でカバーの取付けが行われ
るのか（ハウジング自体の製造の段階か、
最終的な電動機の製造の段階か）、

・�カバーを固定しようとする端部の反対側に
ある端部に既にカバーに相当する部分が形
成されているか否か（深絞り加工により当
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該反対側にある端部が既にハウジングと一
体に形成されているのか、又は引用発明の
ように当該反対側にある端部にカバーに相
当する部分が形成されているか否かが不明
であるのか）
などの事情（相違）は、カバーの取付けに関し
て技術的に意味のある事情（相違）ではなく、
周知の事項１の適用に技術的制約はないとし
た。
　また、甲５に「これにより、多種多様なベ
アリングリッド（※注　カバーに相当）を提供
することが可能となるが、深絞り加工の磁極
ハウジングでは、このような柔軟性は得られ
ない。」との記載があることは、原告らの主
張の根拠となるものではないと指摘した上で、
甲６～８は、ハウジングとカバーの流体封止
的な固定を実現するという引用発明の課題を
解決するための手段であることに変わりはな
いとして、原告主張を排斥した。
　この説示について、参加者から異論はな
かった。
　ｃ　また、原告が、工程に基づく相違を主
張したことについて、参加者からは、電動機
を製作する工程の中にハウジング自体を製作
する工程が含まれることは当然であると考え
られるため、排斥は妥当との意見や、本願発
明及び引用発明の技術内容に照らすと、原告
が主張するほど狭く技術分野を認定する必要
はないとの意見があった。

（オ�）周知技術の適用における動機付けの要
否（一般的な検討）

　ａ　参加者から、周知技術を適用するとき
の動機付けと、副引用発明を適用するときの

（10） 周知技術や技術常識であるとの認定を前提とすれば、示唆・動機付けは原則不要とする論者もいる。（清水 
節「裁判官からみた進歩性－東京高裁・知財高裁における裁判例を中心として－」『飯村敏明先生退官記念論文
集』（発明推進協会、２０１５年）３７９頁）

（11） 第Ⅲ部 第2章 第2節 3. 3.3 には、「（3）審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変
更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否
かの検討（その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討）を省略してはならない。」と記載されている。

動機付けとでは、必要とされる動機付けの強
さが違うのではないかとの論点提供があっ
た（10）。そこで、本事例に限らず一般的な検討
として、周知技術及び副引用発明のそれぞれ
について、どのような動機付けが必要とされ
るのか検討した。
　ｂ　まず庁内参加者から、従前は、周知技
術の適用に動機付けが必要か否かは必ずしも
明確ではなかったが、現在の特許・実用新案
審査基準（11）の下では、周知技術を副引用発
明として用いて適用する際には動機付けが必
要であると認識しており、動機付けが必要と
いう点では、周知技術の適用と副引用発明の
適用で違いはないとコメントした。ただし、
効率的な審査等を考えれば、副引用発明の適
用には十分な動機付けを求めても、周知技術
の適用には例えば技術分野共通などの軽いも
ので済ませることは考えられることも説明さ
れた。
　ｃ　また、別の庁内参加者は、審査審判実
務上の周知技術の認定の手法として、上位概
念的な認定をする場合と、「〇〇するために
□□をする」のように目的や課題を含めて周
知技術を認定する場合があることを説明し、
後者のように認定する場合は周知技術の認定
自体に動機付けが含まれているので、周知技
術の適用時の動機付けの記載を厳密には求め
ない場合があり得るとした。
　ｄ　複数の参加者から、“本当の周知技術”
ならば、動機付けは必要ないのではないか（何
故動機付けが必要なのか、逆に言えば動機付
けを伴わない周知とは何であろうか。）といっ
た意見もあった。そして、身近な一例として、
家に食材がなく、空腹のため外に食べにいく
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との事例が挙げられ、この事例で意図する周
知技術は、外に出るときに“靴を履く”といっ
た程度にまで初歩的で、自然発生的な常識で
あって、普段の考えから当たり前に、特段こ
れを行おうと思わなくてもできるものなので
はないかとの意見が示された。
　ｅ　ｄの意見に対して、“本当の周知技術”
について、それに該当するものと該当しない
ものとして、周知技術にも種類のようなもの
があるのか、また、周知技術の定義の問題と
もいえるのではないかとの意見が示された。
そして、“本当の周知技術”ならば確かに動
機付けは不要と思える一方で、“靴を履く”
といったレベルの“本当の周知技術”である
ことまでの立証は難しいのではないかとの意
見もあった。
　また、庁内参加者からは、審査手順として、
相違点に対して、それが周知技術や技術常識
であるかどうかを考えるから、“靴を履く”
レベルの自然発生的な技術常識といえるかど
うかは相違点次第であるとの意見があった。
　ｆ　周知技術の適用にも基本的に動機付け
が必要（課題認識が必要）との見解を示す参加
者は、周知技術の適用における動機付けの要
否について、次のような見解を示し、これに
賛同する参加者もいた。
・�必要な動機付けの強弱には、勾配、グラデー
ションがあり、周知であればあるほどアク
セスし易くなるのでそれほど強い動機付け
は必要ない。これについて、周知度合によっ
て動機付けの要否にグラデーションがある
と考える方が、立証の観点で整理しやすい。
・�動機付けは、当業者が引用発明から出発し
て、これをやろうというモチベーションで
あって、そのモチベーションとなる理屈が
求められる。いくら周知技術といっても技
術である以上、何かやりたいとの課題はあ
る。その課題が引用発明で必要とされてい
るといえるのならば動機付けを示した方が

よいし、逆に、いえないのならば周知であっ
ても、むしろ適用できない事情があると考
えられるので、やはり周知技術の適用にも
動機付けは示した方がよい。

・�本事例の、引用発明の「圧着」に、具体的
手段としていくつか選択肢があるとすれば、
どの程度具体的な態様として特定するかに
よって動機付けの要否が変わる。前述のグ
ラデーションをピラミッドのイメージで言
い換え、ピラミッドの頂点が、引用発明の
「圧着」であるとして、頂点が最も抽象度
が高く、頂点から下がるほど具体的となる。
頂点「圧着」の直下には、「圧着」の中の
下位概念として単純な構造等の選択肢があ
り、その中からの選択は動機付け不要の設
計事項となる。「圧着」の抽象度は高いが、
段差の形成、折り曲げまでをいう具体的態
様として抽象度が下がると、それらの選択
は設計事項といい得るとしても、それを行
うための技術常識を示す方がよい。同様に、
「段付き部」がピラミッドの頂点としてあっ
たとき、頂点の直下にはプレス、切削等の
段付き部の形成方法の選択肢があり、それ
らの中からの選択も設計事項といい得ると
しても、それを行うための技術常識を示す
方がよい。

ウ�　検討事項３：周知の事項２の引用発明へ
の適用について

　判決では、周知の事項２を引用発明に適用
する（２段階目の）動機付けに際して、技術分
野の共通性、周知の事項１を適用した引用発
明の課題、及び周知の事項１を適用した引用
発明の課題を解決する手段を認定している。
これらの認定から、動機付けの有無を判断し
ている点は、引用発明に周知の事項１を適用
する（１段階目の）動機付けの判断手順と同様
である。
　このように、周知の事項１を適用した引用
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発明が有する課題を認定した上で（当該課題
は内在する課題といえる）、周知の事項２を
適用する動機付けがあるとした判決の論理に
ついては、妥当とする意見と、悩ましい又は
違和感があるとの意見に分かれた。否定的な
意見の中には、審決では、周知技術の適用に
おける阻害要因の有無などの論理付けができ
るか否かの検討が不十分であったために、判
決は当否はともかくとして段階的な判断を採
用したのではないかとの意見もあった。また、
阻害事由があるとの原告の主張については、
採用できないという意見で一致した。

（ア）技術分野の共通性
　判決は、甲９並びに乙１及び２の記載から
いえる周知の事項２の技術分野も、電動機に
用いられる管状のハウジング等又は管状のハ
ウジング等を用いた電動機であるとし、周知
の事項１を適用した引用発明と、周知の事項
２は、技術分野が共通すると認定した。これ
について参加者の異論はなかった。

（イ�）周知の事項１を適用した引用発明の課
題及びその解決手段、並びに周知の事項
１を適用した引用発明に周知の事項２を
適用する動機付け

　ａ　判決は、「周知の事項１は、電動機の
ハウジングの端部に段付き部を形成すること
を前提とする技術であるから、周知の事項１
を適用した引用発明においては、当然のこと
ながら、当該段付き部の形成をどのような方
法により行うかについて検討する必要が生じ
るところ、これは、周知の事項１を適用した
引用発明が有する課題であるといえる。」と
した上で、「周知の事項２は、管状部材の管
端部に段付き部を形成するための具体的な方
法（プレス装置の使用）を示す技術であるから、
周知の事項２は、周知の事項１を適用した引
用発明が当然に有する課題を解決することの

できる手段（技術）である」とした。そして、
判決は、技術分野の共通性、周知の事項１を
適用した引用発明の課題の認定、及びその課
題を解決する手段の認定を踏まえ、周知の事
項１を適用した引用発明に周知の事項２を適
用する動機付けがあると説示した。
　ｂ　上記ａの説示に対して違和感があると
述べた参加者は、「当該段付き部の形成をど
のような方法により行うかについて検討する
必要が生じる」ことを、周知の事項１を適用
した引用発明が有する「課題」と認定した点
について、当然何らかの形成方法を選択すべ
きといえるのであって、これは「課題」とは
言い難く、具体的態様の選択に過ぎないので、
周知の事項２の適用は、周知の事項１の適用
と比べ、より設計事項の枠組みに近いと考え
られるとの見解を示した。そして、上記「課
題」が、段付き部を形成したことで新たに生
じた課題ではなく、具体的に段付き部を形成
しようとする際に当然に選択しなければなら
ない事項に過ぎないことから、本事例は、い
わゆる容易の容易により進歩性が肯定される
ケースにはあたらないと指摘した。
　また、別の参加者からは、判決が、周知の
事項２の適用にあたり、周知の事項１を適用
した引用発明が有する課題の内容は、実質的
には、引用発明の課題ではなく周知の事項１
の課題であると考えられるところ、周知の事
項２の適用についての判断において、周知の
事項１と周知の事項２の課題の共通性を検討
しているに過ぎないので、容易の容易にみえ
るとの指摘があった。

（ウ）阻害要因について
　ａ　原告は、周知の事項２はハウジングと
カバーとの流体封止的連結を実現することが
できない技術であり、これを引用発明に適用
すると、ポールチューブ１とベアリング保護
板７との流体封止的連結を達成することがで
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きなくなるとして、周知の事項２の適用には
阻害要因があると主張した。しかし判決は、
周知の事項１は、ハウジングとカバーとの流
体封止的な固定を実現することができる技術
であるから、段付き部を形成するための具体
的な手段として周知の事項２を適用しても、
ハウジング（ポールチューブ１）とカバー（ベ
アリング保護板７）との固定が流体封止的な
ものとなることに変わりはないと認められる
として、原告主張を排斥した。
　ｂ　この排斥について参加者の異論はな
かった。周知の事項１の適用を前提とするの
ならば、仮に、周知の事項２において筒状体
２ａとエンドキャップ２ｂとの流体封止的連
結が実現されていない場合でも、それをもっ
て周知の事項２の適用に阻害要因があるとは
いえないとの意見もあった。
　ｃ　また、原告は周知の事項２の認定を争
い、甲９の段付き部がハウジングの周方向の
一部のみに形成されていることについて阻害
要因を主張したところ、周知の事項２の適用
の阻害要因の有無は、結局、周知の事項２に
ついてハウジングの周方向の一部のみに段付
き部を設けている点の捨象の可否で決まるも
のであり、段付き部が全周に形成される態様
を含めて周知の事項２が認定されている以上、
阻害要因は認められないとの意見があった。
　ｄ　さらに、甲５発明（引用発明）に段付き
部を設けると、甲５発明のレーザー溶接の継
目の強度に影響が出てしまうといった課題を
見つけ、その課題を解決するために別の引用
例や技術的事項を適用することは典型的な「容
易の容易」にあたるといった主張が原告によ
り展開されるべきであったとの意見があった。

（エ�）その他、周知の事項２の適用の判断に
ついて

　ａ　判決の判断への好意的な意見としては、
判決の周知の事項２の適用の判断が、引用発

明に周知の事項１を適用する際の判断と、論
理的整合性を有すると評価する意見があった。
また、このような論理展開が大変学びになる
との意見もあった。
　ｂ　判決へ違和感があるとした参加者は、
本事例は、甲５の「圧着」という上位概念の
具体的態様として周知の事項１を選択し、さ
らに周知の事項１の具体的態様として、周知
の事項２を選択することが容易であったかと
いう枠組みで捉えたほうがよいのではないか
との見解を示した。
　ｃ　容易の容易にみえると指摘した参加者
からは、論理立ての方向性として、引用発明
と周知の事項２との組み合わせの容易性を検
討すること、及び、周知の事項１から周知の
事項２に変更するにあたっての示唆の存否を
検討することの提案が示された。
　ｄ　別の参加者は、拒絶査定時の判断を支
持した。拒絶査定では、甲５（引用文献１）か
ら主引用発明を認定し、甲９（引用文献５）か
ら副引用発明を認定している。そして主引用
発明への副引用発明の適用時に副引用発明の
管全周には形成されていない環状壁区間を管
全周に形成することは、主引用発明における
全周にわたる流体封止的連結に鑑みて容易で
あり、また、かしめにより管とカバーを液密
にする周知技術（引用文献２～４、６）を主引
用発明における管とカバーとの固定に採用す
ることは容易であるとした。
　ｅ　判決の判断を支持する参加者は、
「イ　検討事項２」（オ）ｄでの“本当の周知技
術”の検討に鑑みて、判決による周知の事項
２の適用についての課題の認定は、自然発生
的に生じる課題であることを意図した可能性
があると指摘した。
　ｆ　審判段階で甲９だけでなく、乙１、２
も引用されていてもおかしくない、相違点の
すべてが開示してある文献が見つかっていて
もよいといった、証拠についての指摘や、拒
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絶査定時の判断のように、周知の事項ではな
く副引用発明とすることもあり得たのではな
いかといった指摘があったところ、庁内参加
者からは、これらの指摘の要因について次の
ようなコメントがあった。
・�審査や審判段階での拒絶理由通知を受けて、
引用発明や副引用発明、周知技術を避ける
ように本願発明が補正されたり意見書が提
出されたりするところ、出願人の事情等に
より、拒絶理由通知に対して十分な補正や
反論ができないこともあり、審決の論理よ
りも拒絶査定時の論理の方が説得力がある
と感じられるケースはあり得る。
・�また、審査官、審判官が収集済みの文献か
らすでに周知であると考えている事項につ
いては、行政効率の観点から収集済みの文
献で判断を示し、追加の調査は行わず、訴
訟段階になって証拠が補充されるケースも
あり得る。

エ�　検討事項４：容易想到性の段階的な判断、
及び「容易の容易」について

（ア）審決と判決の判断構造の違い
　ａ　審決は引用発明への周知の事項１、２
の適用の容易性を同時に判断しているように
見えるのに対し、判決は段階的に判断してい
るようにみえるとの違いがあるかとの問いに
対して、同様の違いを感じたとの意見でほぼ
一致した。他方、どちらが良いか、または違
うことについてはあまり意味がないとする意
見もあった。
　ｂ　審決と判決の違いの分析として、審決
は、相違点を構成・構造単位でまとめ、周知
の事項も一括で評価しているのに対し、判決
は、相違点を工程単位で分けて評価し、動機
付けについても、二段階で容易性判断を行っ
ているといえる。総じて後者の方が、論理が
明確なのではないかとの意見があった。
　ｃ　判決は、段階的な判断として、引用発

明への周知事項１の適用、周知事項１を引用
発明に適用した発明への周知事項２の適用を
説明し、かつ各段階で動機付けの有無（技術
分野、課題、課題の解決手段）と阻害要因を
丁寧に説明しているため、論理付けが非常に
丁寧であり、明確でわかりやすいとの意見が
複数あった。判決の判断に理解を示す参加者
は、容易の容易にあたると解される懸念があ
るにしても、判断理由は極めて論理的に示さ
れているとの意見を述べた。
　ｄ　他方、本事例を動機付けが不要な設計
事項のように捉える立場の参加者は、審決の
判断手法のほうが納得感があるとし、審決の
第５　２．（１）エの「引用発明において、…
圧着を選択する際、引用文献１には、その具
体的な方法が明示されていないが、…圧着の
具体的な方法として、前記周知の事項１に基
づいて、…方法を採用するとともに、前記周
知の事項２に基づいて、前記段付き部を、ポー
ルチューブ１をプレス装置に供給することに
より形成することは、当業者が容易に想到し
得たものである。」という判断手法は、結論
も含めて非常に共感するとした。
　ｅ　その他の意見としては、一般的な設計
者が引用発明からスタートして本願発明を思
い浮かべる過程を検討するにあたり、初歩的
な技術常識であれば「同時に判断」、「段階的
に判断」というよりも、引用発明を見た段階
でどちらも瞬時に頭に浮かぶもの、あるいは
無意識のうちに引用発明をこれらの周知の事
項が組み合わせられたものとして思い浮かべ
るものとの意見があった。
　この意見について、庁内参加者の一人は、
審査又は審判で進歩性の判断をしている際に
も通じるとして、次のようにコメントした。
事例にもよるが、相違点を抽出後に相違点に
係る構成の容易想到性の判断に移り、収集済
みの証拠や追加調査の結果を踏まえて判断す
るところ、収集済みの証拠では完全には相違
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点が埋まらないが、その差の部分（主引用発
明に副引用発明又は周知技術を適用しても、
なお残る構成）が周知な事項や設計事項であ
ると感じたなら、段階的な判断を超えて、容
易想到であるとほぼ瞬時に（同時に）判断して
いるように思う。一見すると容易の容易の論
理になっているようにみえる場合であっても、
それだけを理由として、進歩性を肯定する判
断をすることもない。本事例の審決では、進
歩性を否定する判断は維持した上で説得力を
持たせるように、容易の容易の論理になって
いるようにみえるのは避けたいと考えて、同
時に判断したような起案となったのではない
かと感じる。その点で、周知の事項１では相
違点は埋まらないが、その差の部分が周知の
事項２で埋まる場合の、段階的な判断を示し
た判決は非常にわかりやすい。

（イ�）相違点を分けて認定するか、１つの相
違点としてまとめて認定するか

　ａ　審決では、審査段階における相違点１
（かみ合い結合式－「圧着による接合に際し、
かみ合い結合式または摩擦結合式に固定を行
うことは常套手段である」）と、相違点２（段
付き部、全周にわたって半径方向内側に変形）
をまとめ、さらに補正事項であるプレス装置
による段付き部の形成も含めて１つの相違点
にまとめた。
　本事例における相違点の認定について、審
査段階のように２つの相違点に分けて認定す
ることと、審決のように１つの相違点として
まとめて認定することの、どちらが妥当とい
えるかについて、次のｂとｃのように意見は
分かれた。
　ｂ　審査段階の相違点１、２は技術的に関
連しているため、審決のように１つの相違点
としてまとめて認定することが妥当とする意
見が複数あった。

　ｃ　他方、審決のように１つの相違点にま
とめると、どの要素にどの周知技術の動機付
けがあるのか論理付けが不明確になる可能性
があるため、審査段階のように２つの相違点
を認定するほうが明確に論理付けする上で有
利であるとの意見も複数あった。
　もっとも、相違点が１つにまとめられてい
ることで、判決は、要素と動機付けとの関係
が不明確にならないよう、段階的な論理展開
に整理し直したのではないかとの指摘もあり、
この想定に立つと、判決が段階的な容易性判
断を行ったことは、審決が１つの相違点にま
とめて判断したことと関係し得る。
　他方、審決でも１つの相違点を判断する過
程で複数の要素（周知の事項１、２）の相違を
判断しているといえるため、判決が段階的な
容易性判断を行ったことは、審決が１つの相
違点にまとめたこととは無関係なのではない
かとの意見もあった。
　ｄ　庁内参加者からは、実務を踏まえた私
見として、技術的に関連している相違点はま
とめる運用をしており、これは、いたずらに
相違点を増やしたくないというのもあるが、
技術的に関連している相違点をまとめること
で、異なる判断を示してしまうようなミス（例
えば、相違点１については、主引用発明に副
引用発明を適用できると説示したのに、技術
的に関連する、相違点２については、主引用
発明に副引用発明を適用できないと誤って説
示してしまうようなミス）を避けることがで
き、さらに技術的に関連している相違点はま
とめておけば、周知技術や技術常識を示しや
すいとのコメントがあった。
　ｅ　また、相違点の認定について、参加者
からは、「まとまりのある構成を単位として
認定するのが相当である」との判示を含む判
決として、知財高判平成３０年５月１４日（平
成２９年（行ケ）第１００８７号、「建築板」
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事件）（12）が紹介された。

（ウ）「容易の容易」の説明
　（ウ）～（オ）では、本事例には限らない、一
般的な検討事項について検討した。参加者か
らの意見を以下にまとめる。
　ａ　「容易の容易」は、主引用発明から複
数の技術的創作段階を経て本件発明に到達す
る場合に進歩性を肯定する論理付けに用いら
れる論理をいうものと考えられる。それは主
に学説や当事者の主張として見掛けるものの、
「いわゆる「容易の容易」に当たる」として
進歩性を肯定した判決も存在する（13）。「容易
の容易」に当たるケースは、例えば、本件発
明がＡ＋Ｂであり、主引用発明にＡが記載さ
れ、副引用発明にＢに近い技術ｂが記載され、
技術ｂを技術Ｂにするための周知技術や主引
用例中の示唆などの技術的事項が存在する場
合、主引用発明に副引用発明を適用すること
は容易であり、かつ、主引用発明に副引用発
明を適用した発明に、さらに上記技術的事項
を適用すれば本件発明に到達するとしても、
主引用発明から本件発明に到達することが容
易とはいえない場合である。
　ｂ　「容易の容易」の論理の必要性は、特
許法２９条２項の進歩性の規定により説明す
ることができる。２９条２項は、公知発明か
ら出発して当業者が容易に発明をすることが
できた範囲の発明の登録を阻却する。ここで、
公知発明から別の公知発明に切り替えるよう

（12） この事件は、２０１９年の審判実務者研究会の〔特許機械〕分野の事例１で挙げられている。この事件の判
決では、「本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、
まとまりのある構成を単位として認定するのが相当である。かかる観点を考慮することなく、相違点をことさ
らに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、本来であれば進歩性が肯定される
べき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得るものであり、
適切でない。」との規範が示されている。

　　他方、同じ事例１で挙げられている、知財高判平成２７年９月２４日（平成２６年（行ケ）第１０２１３号、「検
査用プローブの製造方法」事件）の判決では、発明の二つの線材の溶融のタイミングを合わせるという技術的手
段と、二つの線材を中心軸周りに回転させながらパルス状のレーザ光を照射するという技術的手段について、
別々の効果を認定した上で、「必ずしも一体不可分な関係にはなく、技術的には両者を分けて評価することは可
能である」、と判示し、両手段について別々の相違点として認定した審決に誤りはないと判示している。

（13） 前述の「平底幅広浚渫用グラブバケット」事件参照。

に、主引用発明に副引用発明等を適用した発
明を新たな主引用発明とすると、容易の範囲
が拡張されることとなり、２９条２項の法的
枠組みから離れる。「容易の容易」は、容易
の範囲の無限連鎖を防ぐものであると考える
ことができる。
　なお、このような容易の範囲が無限に拡張
されるおそれがあることについての懸念を抱
く参加者は、主引用発明には存在しない課題
であって、主引用発明に副引用発明等を適用
して初めて生じる課題を認定して想到容易性
を判断することは基本的に同意しかねるとし
た。例えば、主引用発明に副引用発明を適用
した発明に周知技術を適用する場合に、主引
用発明に副引用発明を適用した発明の課題が
主引用発明には存在しないのであれば、課題
の共通性は、主引用発明から本願発明に想到
する動機付けの根拠とはならないのではない
かとの意見があった。

（エ�）「容易の容易」にみえても進歩性が否定
される場合、「容易の容易」に当たるため
進歩性が肯定される場合

　参加者から次のような意見があった。
　ａ　引用発明に２つの周知技術を適用する
場合や、主引用発明に副引用発明と周知技術
とを適用する場合に、これらの周知技術が初
歩的であって、常識度が相当に高いのならば、
容易の容易にみえても進歩性が否定されるべ
きである。
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　他方、周知技術が初歩的なものではなく、
特定の課題（技術常識ではない課題）を解決す
るような実質的に周知とはいえないような場
合は、容易の容易にあたると考える。
　ｂ　周知技術の常識度が相当に高い例とし
て、特段考えなくても当然に認識している課
題（例えば、企業活動や製品製造において自
明な課題ともいえるコスト低減や部品点数の
削減等）に対応するものがある。そうした課
題に対応する“本当の周知技術”（例えば、部
品の共通化）の適用については、阻害要因が
ない限り、進歩性が否定されるべきである。
　ｃ　２段階目の改変が、１段階目の改変の
結果生じた課題を解決する動機付けがなけれ
ば容易になし得ないものといえるか否かが、
容易の容易に当たるのか否かの分水嶺となる
のではないか。１段階目の改変に付随して設
計事項を採用することについて、動機付けは
不要であるから、容易の容易にはあたらない。
１段階目の改変と設計事項の採用がいずれも
容易であれば進歩性は否定されるべきである。
　容易の容易にみえても、進歩性が否定され
るのは、各周知技術が同一技術分野における
設計事項であると評価できるような場合や機
能的に当然といえるような場合に限られるの
ではないか。特に、２段階目の改変で異なる
技術分野の周知技術等を適用する場合には、
容易の容易にあたる可能性が高いと考える。
　ｄ　ＡからＢの改変は容易で、ＢからＣの
改変も容易で、ＡからＣの改変が容易といい
得るかを考えるとき、２段階目の改変を設計
事項で考えるというのは、ＡからＣを容易と
いう代わりに設計事項をいうとの論理操作に
過ぎないのではないか。設計事項をいうのか、
ＡからＣへ改変することの動機付けがあると
いうのかは、任意に選択し得る。
　ｅ　本事例のようなケースでは、論理展開
の書き方や、特に課題の認定によっては、容
易の容易にあたり、進歩性の否定が許容され

ないケースに切り替わると考えられ、盤石な
論理構造となるように留意する必要がある。

（オ）容易想到性の段階的な判断について
　参加者から次のような意見があった。
　ａ�　段階的に容易想到性を判断することの
利点

　本事例の判決のような段階的な容易想到性
判断は、その論理付けの流れが明確になり、
より説得力があるという利点があるのではな
いか。また、周知の事項２を適用する動機付
けや阻害要因を説明しやすいと考えられる。
　ｂ�　３段階以上の段階的な容易想到性の判
断

　（ａ）３段階にわたる容易想到性判断として、
例えば、本願発明がＡ＋Ｂであり、主引用発
明にＡが記載され、副引用発明にはＢに近い
技術ｂが記載されているとき、技術ｂを技術
ｂ’にするための周知の事項１、及び技術
ｂ’を技術Ｂにするための周知の事項２が存
在する場合が考えられるが、この場合でも、
いずれの周知の事項の常識度も相当に高いの
ならば、進歩性が否定されるべきではないか。
　（ｂ）３段階以上の容易想到性判断で進歩性
が否定される可能性も理論的にはあり得るが、
段階が多くなると、論理付けが曖昧となりや
すいので可能性は低く、また全体として見れ
ば、主引用発明と、最終的に到達した発明が
乖離してしまい、本来容易想到とはいえない
発明まで、容易と判断されてしまうおそれが
あるので、３段階以上の場合の容易想到性判
断はより慎重になされるべきである。
　（ｃ）３段階にわたる容易想到性判断が、主
引用発明Ａから出発して全体でＢ、Ｃ、Ｄの
３つのステップを順次踏むとしても（容易の
容易の容易にみえる）、途中の段階で実質的
には設計事項であるとか、あるいは機能的に
当然であるなどの事情があり実質的に１つの
ステップを踏むだけで論理付けが行えるので
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あれば、進歩性が否定されることはあり得る。
この点は、容易の容易にみえる場合と同様で
ある。
　ｃ�　「容易の容易」についての立証、判断
について

　（ａ）容易の容易にみえても進歩性は否定さ
れるか否か、実際は、個別具体的に、立証責
任の問題であるとも考えられる。今後、２段
階目の改変については設計事項であって動機
付け不要（技術常識であることを立証対象と
する。）と説示する判決が出されていけば、容
易の容易にみえても進歩性が否定されるケー
スの２段階目が設計事項である類型として確
立することも考えられる。
　（ｂ）審査審判実務では、本事例のように２
段階目の幅が非常に小さい場合で、進歩性が
肯定されてはいけないようなケースであって
も、容易の容易にみえるため進歩性否定の説
示が難しく、論理を入念に固めてかつ判断の
説明を十分に明確なものとしなければならな
いとの悩みがある。裁判所も、当事者が容易
の容易を主張した場合は、悩ましいことがあ
る。今般、容易の容易についての検討を深め
ることで参加者から提供された、進歩性が否
定される場合についての豊富な見解は、裁判
官・審判官等の判断者や審判制度ユーザーに
とって有益と考えられる。本事例は、容易の
容易にみえても進歩性を否定すべき発明を検
討するための題材として非常に適していた。

オ�　検討事項５：その他の観点、設計事項の
判断論理

（ア�）本願発明の進歩性を肯定する判断を得
るための方策について

　ａ　検討事項１～４の検討を経た後に、本
願発明が進歩性を有すると考え得るかを確認
したところ、周知の事項１、２の常識度等に
鑑みると、やはり本願発明の進歩性を肯定す
る判断とすることは困難であるとの意見が多

かった。なお、「ア　検討事項１」（ウ）ｄ（ｂ）、
（ｄ）に周知の事項２の認定に対する反論案が
示され、「ウ　検討事項３」（エ）ｄで周知の事
項２を適用する動機付けに対する反論案が示
されている。
　また、阻害要因を主張するための材料とし
て、甲７（周知の事項１）における段付き部７
の「切設」による形成、及び乙２（周知の事
項２）における段付き部の全周形成による波
状不定整形部２２の形成を指摘する参加者も
いた。
　その他、次のような意見があった。
　ｂ　本事例の甲５（主引用例）は本願と出願
人が共通する技術的に近い文献だが、本願発
明が、従来技術（甲５発明）に対する改良発明
であると主張し、改良の幅の大きさか、改良
することの難しさを主張することで、甲５を
主引用例にするのはふさわしくなく、違う文
献を主引用例にすべきだと判断させることに
成功すれば、進歩性が肯定される可能性は高
まるのではないか。
　ｃ　出願前の先行技術調査により甲９（副
引用発明又は周知の事項２）を事前に把握し
ておき、甲９発明との違いを本願明細書に記
載するのがよい。甲９との対比として、カバー
とハウジングの間を含め、ハウジングの全体
的な流体封止的固定を課題として明記しつつ、
例えば軸心合わせ等の円筒形ならではの技術
的困難性などを盛り込んでおくことが考えら
れる。
　ｄ　本事例では、本願出願時に甲５（主引
用例）は公開されているが、本願発明の権利
化を目指す出願人、代理人の立場で出願時に
できることとしては、段差部、内側への折り
曲げ部についての寸法比率の数値限定が考え
られる。また、甲５を提示されたら、段差を
作って折り曲げるのを従来行っていなかった
理由を明らかにして甲５に記載されていない
課題を把握し、それを解決するように本願発

147審判実務者研究会報告書2025（本編）



事例研究２　事例２（特許機械２）

事
例
２

（
特
許
機
械
２
）

事
例
研
究
２

明を構成すれば、甲５発明から容易の容易に
当たる程度の発明とすることができると考え
られる。なお、本願の欧州と米国のファミリ
は権利化されている。

（イ�）副引用例として提示する場合、周知技
術として提示する場合

　ａ　参加者からの提案により、相違点に係
る証拠を副引用例として提示するか、周知技
術として提示するかの違いと、そのいずれを
選択したかによる影響等について検討した。
　ｂ　まずは庁内参加者から、副引用例及び
周知技術のいずれを選択するかについての審
査審判の実務上の相場観を述べた。庁内参加
者の一人は、実務で進歩性の有無を判断する
限りでは大きな違いはないとしつつ、次のよ
うに私見を述べた。証拠を調べ、合議の結果、
証拠が１つだけだったとしても、周知技術と
して提示する場合もあるし、もちろん副引用
例として提示する場合もある。周知技術の適
用にも動機付けが必要と認識しているため、
副引用例の提示とするのか周知技術の提示と
するのかを決める上で、周知技術であれば必
要な動機付けの度合いが下がるとの前述の見
解（「イ　検討事項２」（オ）ｆ）は意識していな
い。相違点に係る構成が特定の副引用例のみ
に記載されていることを示されるよりも、周
知技術であると示される場合の方が、進歩性
を否定する判断が納得されやすいのではない
かと考えている。
　ｃ　別の庁内参加者は、次のように私見を
述べた。周知技術というためには、副引用例
とする場合と異なり周知性の立証が必要とな
る。そのため、証拠が１つしかない場合には、
もしサーチをすれば同内容の他の証拠が見つ
かることにより周知性の立証ができるであろ
うとの見通しがある場合には周知技術とし、
周知性を立証できる自信がない場合には副引
用例とすることが多い。ただし、周知技術及

び副引用例のいずれでも、主引用発明への適
用にあたり動機付けは必要であるため、周知
技術とする場合と副引用例とする場合とで、
進歩性の有無の判断はあまり変わらないかも
しれない。
　ｄ　代理人である参加者は、拒絶理由通知
等の記載から、審査官、審判官の自信の程度
などを推定するとした。例えば、主引用例に
ついての動機付けがいえないような周知技術
を挙げられたとき、審査官はおそらく自信が
ないのではないかと感じるため、それは周知
技術ではない、動機付けのある副引用例を挙
げていないといった形で反論すると、その主
張が認められることがあるとした。
　ｅ　また代理人である別の参加者は、副引
用例を提示する場合と周知技術を提示する場
合で、上位概念化がどこまで許されるのかが
異なるとの見解を次のように説明した。甲９
の段付き部は全周には形成されておらず、乙
１の段付き部は全周に形成されている。甲９、
乙１及び乙２に基づく周知の事項２は、甲９
の一部形成を捨象して全周形成まで一般化し
て構わないとされたが、仮に、甲９を乙１、
乙２とは別に、副引用例として提示するのな
らば、甲９についての個別の事情により上位
概念化はできないといった、副引用発明の認
定の妥当性について争う余地が出てくる。し
かし、周知の事項２のように周知技術を提示
するのならば、甲９、乙１及び乙２を包摂し
た周知技術としての上位概念化が広範に許容
される。こうした違いは、引用発明への適用
の妥当性にも影響を与えうる。例えば、副引
用例として提示した場合は個別の具体的な構
成について阻害要因があるのならば適用でき
ないところ、周知技術化すると阻害要因を回
避して適用が可能となる場合もあり得る。

（ウ）設計事項の枠組みによる相違点判断
　ａ　審決や判決と異なる論理で、本願発明
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の進歩性を否定することができるかについて
検討したところ、周知の事項１、２のうち少
なくとも周知の事項２の適用については、動
機付けの不要な、副引用例なしの相違点判
断（14）を採用可能、つまり設計事項の枠組み
による相違点判断を行うことが可能とする点
で、参加者の意見は一致した。このことは、
事例研究１の研究を経たことに起因したと考
えられ、このように事例研究１の研究を通じ
て参加者の判断が揃ったとすると、非常に興
味深く、本年度の研究の意義はあったと感じ
られる。事例研究１の図２のように、技術常
識を踏まえた進歩性判断の仕方をフローによ
り示すことで、判断が揃いやすくなるのは大
きな発見であったとの意見があった。
　ｂ　参加者の一人は、次のように回答した。
甲５発明に周知の事項１を副引用発明として
適用するにあたり、周知の事項２を踏まえて
設計事項を採用する（つまり、段付き部を形
成する具体的手法としてプレス機を採用する
ことが設計事項）という論理で進歩性を否定
できると考える。この場合、周知の事項１は、
事例研究１の表１でいう類型３の「副引用例
の適用による相違点判断」（事例研究１の図２
の類型３）における「周知の解決手段」を示
す技術常識（強いて言えば事例研究１の表３
の事例②が近い）として位置づけられ、周知
の事項２は、同表１でいう類型４の「副引用
例なしの相違点判断」（同図２の類型４）にお
ける「設計事項であることの根拠」を示す技
術常識（同表３の事例Ⓐが近い）として位置づ
けられると考える。
　ｃ　周知事項１、２の位置づけとして、同

（14） 〔特許機械２〕事例研究１の表１及び図２における類型４。

表３に記載の「効果が予測可能」であると捉
えた参加者もいた。
　ｄ　審査段階の２回目の拒絶理由通知や拒
絶査定の論理を設計事項の枠組みで捉えた参
加者は、相違点１と２は、事例研究１の図１
の技術常識のうち「経験則から明らか」「周
知課題」「自明、当然の前提」にあたり、また、
事例研究１の図２における類型４の「相違点
に係る構成が設計事項等であるか」における
ステップＤの「④技術の具体的適用に伴う設
計変更」にあたると回答した。
　ｅ　「エ　検討事項４」（エ）から理解される
ように、周知の事項２の適用として「設計事
項等」（事例研究１の図２の類型４）を選択す
ることで、「容易の容易」問題を回避して、
進歩性を否定する論理を示すことができると
の意見があった。
　ｆ　審決や判決が採用した論理や、設計事
項の論理を含め、いろいろな観点から検討す
ることで説得力が高まるとの意見もあった。
　ｇ　また、庁内参加者から、副引用発明又
は周知技術によって相違点が完全には埋まら
ず、差が残るケースはかなりあり、進歩性判
断の起案の際に、その差の部分が設計事項で
あることを技術常識により示すことが重要で
あるとの気づきが得られたため、今後実務に
活かしていきたいとのコメントもあった。

（エ�）段階的な容易想到性判断と、設計事項
の関係について

　これまでの検討を踏まえ、段階的な容易想
到性判断と、設計事項の関係について整理す
る。
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　ａ　図の下段は、本事例のように、容易の
容易にみえても進歩性が否定されるケースの
一例を示している。下段は、主引用発明と本
願発明との相違点が、副引用発明又は周知技
術では完全には埋まらずに差の部分が残る場
合であって、その差の部分に対応する設計変
更の範疇について表している。
　このような容易の容易にみえる場合の判断
プロセスの一例を示す。
　まずは、主引用発明から出発して、事例研
究１の図２の類型３の「構成の組み合わせ又
は置換が容易であるか」として、主引用発明
に副引用発明又は周知技術を適用する動機付
けがあるか検討する。そして動機付けがある
場合には、次に主引用発明に副引用発明又は
周知技術を適用した発明（１段階目の発明）に

対して、事例研究１の図２の類型４の「相違
点に係る構成が設計事項等であるか」として
の設計変更可能な範囲（図の下段で点線で示
した範囲）を検討する。最後に、主引用発明
に副引用発明又は周知技術を適用した発明
（１段階目の発明）に対して設計変更可能な範
囲を加えた範囲に、本願発明が含まれている
のならば、本願発明が１段階目の外、つまり
２段階目以降に位置しているとしても、進歩
性は否定されると判断できる。
　ｂ　他方、図の上段は、進歩性が肯定され
るべきケースを示している。
　このケースは、ａのケースとは異なり、主
引用発明に副引用発明又は周知技術を適用し
た発明（１段階目の発明）の設計変更できる範
囲には本願発明が収まらないケースである。
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このようなケースでは、本願発明が主引用発
明に副引用発明又は周知技術を複数回段階的
に適用した発明（２段階目以降の発明）にあた
り、仮に段階ごとの動機付けがあっても、い
わゆる容易の容易にあたるとして、進歩性が
肯定されると判断できる。
　ｃ　さらに、図の下段のケースについて、
点線で示した設計変更可能な範囲（設計事項
の範疇）が、「技術常識を踏まえる」ことによ
り、変動することに留意すべきである。この
ことからすると、容易の容易が問題となる事
例についても、事例研究１と同様、進歩性判
断において「技術常識を踏まえる」ことに帰
着する。
　ｄ　以上のように整理すると、本事例につ

いても、容易の容易にみえても、本願発明は、
引用発明に副引用発明又は周知技術を適用し
た際の設計事項の範疇にあるものと判断され
る。なお、本事例について、この設計事項の
一例となり得る事項を、技術常識を踏まえて
探すと、例えば、ハウジングの段付き部の加
工方法としてのプレス／切削、ハウジングへ
のカバーの固定手段としての圧着／締結が見
つかる。こうした技術常識を踏まえた代替手
段への設計変更は、通常は、阻害要因がない
限り、容易と判断されるべきである。
　本年度の審判実務者研究会の〔特許機械２〕
分野の事例研究１、事例研究２を通じて、技
術常識を踏まえて進歩性を判断することの重
要性を改めて確認することができた。
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